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甲府市内には、武田氏館跡をはじめ として、多くの先人たちの足跡が残され     1.本 書は甲府市内に存在する埋蔵文化財包蔵地 (以下「遺跡」と呼ぶ。)の う

ています。これら遺跡は、地中に埋れているために、その所在地や価値が明ら      ち、南部の市街地における遺跡の分布状況を示 したものである。

かにされないまま、ともすれば記録にさえ残されずに消え去ってしまうのも事     2.本 書は昭和60年度に甲府市教育委員会が実地 した、遺跡分布調査および同

実です。                                     年度に刊行 した遺跡分布調査報告書「甲府市の遺跡」をもとに、加筆・修正

しか し発堀調査 を実施 して調査記録 を残すことにより、私たちの祖先の生活。     したものである。

文化 。社会構造などのさまざまな事柄 を知 ることができ、それをもとにして現     3.遺 跡番号は、遺跡地図と遺跡一覧表を対応させてある。

代の社会に活用することもできます。先人たちが残 して くれた文化遺産 を私た     4.遺 跡地図には 2千 5百分の 1の 甲府市都市計画図を利用 した。

ちは、未来へ向けて保護・保存 し、私たちの子孫に伝 え活用 していく責任を負っ    5。 遺跡の範囲は今後変更される可能性が十分にある。従って遺跡に隣接する

ていると言ってもいいか もしれません。                       土地については十分な協議が必要である。

本書は現在知られている遺跡の位置と範囲を示し、都市計画や開発行為と文     6.宅 地開発事業の流れと埋蔵文化財への対応については、『宅地開発事業と

化財の保護・活用を円滑に進めるための基礎資料として刊行するものです。       埋蔵文化財』「宅地開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する手引 (暫定

関係機関および関係者の十分な御配慮を希望するところであります。          版)」 を使用した。

平成 4年 3月
甲府市教育委員会

教育長 浅 サ|1紫 朗
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I.埋 蔵 文 化財 関係 法 規

文化財保護法 〔抄〕

(昭和25年 5月 30日 法律第214号、最終改正昭和50年 7月 ll日 法律第49号 )

第 4章  埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出指示及び命令)

第57条 土地に埋蔵されている文化財 (以下「埋蔵文化財」という。)について、

その調査のため土地を発掘 しようとする者は、文部省令の定める事項を記録 した

書面をもって、発掘に着手 しようとする日の30日 前までに文化庁長官に届け出な

ければならない。ただし、文部省令の定める場合は、この限 りでない。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届

出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示 し、又はその発掘の禁上、

停止若 しくは中止を命ずることができる。

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)

第57条の 2 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他

埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地 (以下「周知の埋蔵文化財

包蔵地」という。)を発掘 しようとする場合には、前条第 1項の規定を準用する。

この場合において、同じ項中「 30日 前」とあるのは、「 60日 前」と読み替えるも

のとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準

用する前条第 1項の届出に係る発掘に関 し必要に事項を指示することができる。

(国 の機関等が行 う発掘に関する特例)

第57条の 3 国の機関、地方公共団体又は国若 しくは地方公共団体の設立に係る法

人で政令の定めるもの (以下この条及び第57条の 6において「国の機関等」と総

称する。)んミ、前条第 1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘 しよ

うとする場合においては、同条の規定を適用 しないものとし、当該国の機関等は、

当該発掘に係る事業計画の策定に当って、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通

知 しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必

要があると認めるときは、当該国の機関等に対 し、当該事業計画の策定及びその

実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、

文化庁長官に協議 しなければならない。
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4 文化庁長官は、第 2項の場合を除き、第 1項の通知があった場合において、当

該通知に係る事業計画の実施に関 し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすること

ができる。

5 前 4項の場合において、当該国の機関等が各省庁の長 (国有財産法 (昭和23年

法律第73号)第 4条第 2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同 じ。)である

ときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部大臣を通 じて行 う

ものとする。

(埋蔵文化財包蔵地の周知 )

第57条の 4 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整

備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

2 国は、地方公共団体が行 う前項の措置に関 し、指導、助言その他の必要と認め

られる援助をすることができる。

(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

第57条の 5 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古

墳その他遺跡と認められるものを発見 したときは、第57条第 1項の規定による調

査に当って発見 した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部

省令の定める事項を記載 した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なけれ

ばならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度

において、その現状を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要

なものであり、かつ、その保護のため調査を行 う必要があると認めるときは、そ

の土地の所有者又は占有者に対 し、期間及び区域を定めて、その現状を変更する

こととなるような行為の停止を命ずることができる。ただし、その期間は、 3箇

月を超えることができない。

3 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共

団体の意見を聴かなければならない。

4 第 2項の命令は、第 1項の届出があった日から起算 して 1箇月以内にしなけれ

ばならない。

5 第 2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続 き調査を行 う

必要があるときは、文化庁長官は、 1回に限 り、当該命令に係る区域の全部又は

一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が同

頂の期間と通算 して、 6箇月を超えることとなってはならない。

6 第 2項及び前項の期間を計算する場合においては、第 1項の届出があった日か

ら起算 して第 2頂の命令を発 した日までの期間が含まれるものとする。

7 文化庁長官は、第 1項の届出がなされなかった場合においても、第 2項及び第

5項に規定する措置を執ることができる。

8 文化庁長官は、第 2項の措置を執った場合を除き、第 1項の届出がなされた場

合には当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第 2

項の措置を執った場合を除き、第 1項の届出がなされなかったときも、同様とす

る。

9 第 2項の命令によって損失を受けた者に対 しては、国は、その通常生ずべき損

失を補償する。

10 前項の場合には、第41条第 2項から第 4頂 までの規定を準用する。

(国の機関等の遺跡の発見に関する特例 )

第57条の 6 国の機関等が前条第 1項に規定する発見をしたときは、同条の規定を

適用 しないものとし、第57条第 1項又は第98条の 2第 1項の規定による調査に当っ

て発見 した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化

庁長官に通知 しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を

執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要

なものであり、かつ、その保護のため調査を行 う必要があると認めるときは、当

該国の機関等に対 し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をす

ることができる。

3 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議 しなければならない。

4 文化庁長官は、第 2項の場合を除き、第 1項の通知があった場合において、当     ・

該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。

5 第 4項の場合には、第57条の 3第 5項の規定を準用する。

(文化庁長官による発掘の施行 )

第58条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高 く、かつ、その調査が技

術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財につい

ては、その調査のため土地の発掘を施行することができる。

2 前項の規定により発掘を施行 しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、

当該土地の所有者及び権限に基づ く占有者に対 し、発掘の目的、方法、着手の時

期その他必要と認める事項を記載 した令書を交付 しなければならない。

3 第 1項の場合には、第39条 (同 条第 3項において準用する第32条の 2第 5項の

規定を含む。)及び第41条の規定を準用する。

-4-



第59条 前条第 1項の規定による発掘により文化財を発見 した場合において、文化

庁長官は当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還 し、所有

者が判明 しないときは、遺失物法 (明 治32年法律第87号)第 13条 で準用する同法

第 1条第 1項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもって足

りる。

2 前項の通知を受けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第

13条で準用する同法第 1条第 2項の規定による公告をしなければならない。

(提  出)

第60条 遺失物法第13条で準用する同法第 1条第 1項の規定により、埋蔵物として

差 し出された物件が文化財と認められたときは、警察署長は、直ちに当該物件を

文化庁長官に提出 しなければならない。但 し、所有者の判明している場合は、こ

の限 りでない。

(鑑  査 )

第61条 前条の規定により物件が提出されたときは、文化庁長官は、当該物件が文

化財であるかどうかを鑑査 しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の鑑査の結果当該物件を文化財と認めたときは、その旨警

察署長に通知 し、文化財でないと認めたときは、当該物件を警察署長に差 し戻さ

なければならない。

(引  渡 )

第62条 第59条第 1項又は前条第 2項に規定する文化財の所有者から、警察署長に

対 し、その文化財の返還の請求があったときは、文化庁長官は、当該警察署長に

これを引き渡さなければならない。

(国庫帰属及び報償金)

第63条 第59条第 1項又は第61条第 2項に規定する文化財でその所有者が判明しな

いものの所有権は、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当該

文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知 し、且つ、その

価格に相当する額の報償金を支給する。

2 前項の規定する発見者と土地所有者が異なるときは、前項の報償金は、折半 し

て支給する。

3 前 2項の場合には、第41条第 2項から第 4項 までの規定を準用する。

(譲 与 等)

第64条 政府は、前条第 1項の規定により国庫に帰属 した文化財の保存のため又は

その効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見者又

はその発見された土地の所有者に、その者が前条の規定を受けるべき報償金の額

に相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。

2 前項の場合には、譲与 した文化財の価格に相当する金額は、前条に規定する報

償金の額から控除するものとする。

3 政府は、前条第 1項の規定により国庫に帰属 した文化財の保存のため又はその

効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土

地の管轄する地方公共団体に対 し、その申請に基づき、当該文化財を譲与 し、又

は時価よりも低い対価で譲渡することができる。

(遺失物法の適用う

第65条 埋蔵文化財に関 しては、この法律に特別の定めのある場合の外、遺失物法

第13条 の規定の適用があるものとする。

第98条の 2 地方公共団体は、文化庁長官が第58条第 1項の規定により発掘を施行

するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵

文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

2 前項の規定により発掘を施行 しようとする場合において、その発掘を施行 しよ

うとする土地が国の所有に属 し、又は国の占有するものであるときは、教育委員

会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につ

き、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議 しなければならない。

3 地方公共団体は、第 1項の発掘に関し、事業者に対 し協力を求めることができ

る。

4 文化庁長官は、地方公共団体に対 し、第 1項の発掘に関 し必要な指導及び助言

をすることができる。

5 国は、地方公共団体に対 し、第 1項の発掘に要する経費の一部を補助すること

ができる。
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H.埋 蔵文 化財 の保護 と開発

本書に掲載された遺跡は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(文化財保護法第57条の2)

として認められたものであり、今後この範囲内を開発しようとするときは、文化財

保護法の規定による諸手続きを行わなければならない。

これらの諸手続きについては発掘の種類によって以下のように定められている。

(1)埋蔵文化財の発掘に関する諸手続

発 掘 の 種 類 文化財保護法 手 続 様  式 文 化 庁

学 術 発 掘 調 査 第57条 30日 前に届出 7頁様式
指示、停止、
禁止、中止

伴
う
発
掘
調
査

土
木
工
事
等
に

人
事

私

工
。
木

間

土

民

の
第57条の 2 60日 前に届出 8頁様式 指示

公 共 機 関 等
の土木工事図

第57条の 3
土木工事計画策定
にあたって通知

8頁様式 協議、勧告

の
査

体団
調

上
（

公
掘

方地
発 第98条の 2 30日 前に通知 10頁様式 指導、助言

の
査

官長
調

庁
掘

ヒ文
発 第58条

土地所有者・ 占有
者に令書を交付

図 公共機関等とは、国、地方公共団体、公社、公団等をいう。
公社、公団等は文化財保護法施行令 (昭 50、 法令第267号)第 1条に定めるものであ

る。

(例 1)市史編さんのため編さん室が発掘調査する。→ (様式 1・ 法57条 )

(例 2)民間宅造に先立って、遺跡調査会を組織 して発掘調査する。

(様式 1・ 法57条の2) (様 式 1・ 法57条の 2)

(例 3)公立学校建設に先立って、市町村教育委員会が発掘調査する。

↓                            ↓
(様式 1・ 法57条の3) (様 式 2・ 法98条の 2)

(例 4)区画整理組合の区画整理事業に先立って、大学の考古学研究室が発掘調
査する。

↓                        ↓
(様式 1・ 法57条の2) (様 式 1。 法57条 )

(注)書類は市教育委員会に3部提出すること。

(2)埋蔵文化財に係る事務の系統

(イ)土木工事等のための発掘に関する届出等

○発掘調査または立合調査を必要

とする場合

(1カ 月毎にまとめて進達)

(口)調査のための発掘に関する届出等

○地方公共団体以外が発掘主体者

の場合

発 掘 主 体 者

市 町 村 教 委

い 遺跡の発見

(法57条の 2、 57条 の 3)

○現状保存を必要とする場合

開 発 主 体 者

↓届出等

市 町 村 教 委

↓

県  教  委

↓副申

文 化 庁
通知

(法57条、98条 の 2)

○地方公共団体が発掘主体者の場

合

開 発 主 体 者

市 町 村 教 委

文 化 庁

儲姻
主

村鞠側
県 教 委

県 教 委

発 見 者 文化財保護法 手 続 様  式 文  化  庁

民間 。私人 第57条の5
遅滞なく文化
庁長官に届出

9頁様式
― ヵ月以内に現状変更行
為の停止又は禁上の命令。
必要な指示。

公共機関等 第57条の6
化
出

文
届

く

に
な
官

滞
長

遅
庁

9頁様式 協 議 ・ 勧 告
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別 記 1

1.発掘予定地の所在及び地番

2.発掘予定地の面積

3.発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

4.発掘調査の目的

5。 発掘調査の主体となる者の氏名及び住所 (国若 しくは地方公共団体の機関又は

法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 )

6.発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴

7.発掘着手の時期

8.発掘終了の予定時期

9.出土品の処置に関する希望

10。 その他参考となるべき事項

【添付書類】

1 発掘予定地及びその付近の地図 (周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場

合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入 したもの)

2 発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の

発掘担当承諾書

3 発掘予定地の所有者の承諾書

4 発掘予定につき権原に基づ く占有者があるときは、その承諾書

5 発掘予定地の区域において、石灰石、 ドロマイド、耐火粘上、砂鉱等地表に

近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の

承諾書

男U 言己  2

〔注意事項〕 ① 太線内は届出者が記入。 ② 遺跡の種類。現状・時代及び調査目的欄は、該
当項目を○で囲み、該当項目のない場合は( )内 に記入。

57条第 1項

1.所 在 地

2.調 査 面 積

土地所有者 氏名等

3.遺跡の種類
散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衝跡 城館跡 社寺跡 古墳 横穴墓
その他の墓 生産遺跡  その他の遺跡 (                 )

遺跡の名称 員数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 (         )

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他 (      )

4.調査の目的

調査の契機

a.学術研究 (              )b.遺 跡整備 c,自 然崩壊

d.露
葎言

業

1言豊関ζ

逗

:霊
壌 冴択他蓬場(宅

地造成

)区雰妾
理

電貧

園

環遷

土砂採取 観光開発 その他開発(       )

備考 :

5.調査主体者
氏 名

住所

6.発掘担当者

氏名

住所

経歴

7.着 手 時 期 年   月   日18.終 了時 期 十   年    月   日

9。 出土品処置

10.参 考事項

指 示 事 項

起 案 決 裁 発 送
Ｆ
ワ 継

提 出 書 保 管 証 認 定 通 知 帰 属 報 告 書
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男U 言己  1

1,土木工事等をしようとする土地の所在及び地番

2.土木工事等をしようとする土地の面積

3.土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

4.土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

5。 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要

6。 当該土木工事等の主体となる者 (当該土木工事等が請負契約等によりなされる

ときは、契約の両当事者)の氏名及び住所 (法人その他の団体の場合は、その名

称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 )

7.当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

8。 当該土木工事等の着手の時期

9.当該土木工事等の終了の予定時期

10。 その他参考となるべき事項

【添付書類】

土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概

要を示す書類及び図面

別 記 2

57条の 2第 1項・57条の 3第 1項
(○で囲むこと)

委保第

指 導 事 項 1発堀調査  工事立会  慎重工事  その他 ( )

〔注意事項〕 ① 太線内は届出。通知者が記入。 ② 指導事項欄は都道府県教育委員会で記入。
③ 遺跡の種類。現状・時代及び指導事項欄は該当項目を○で囲み、該当項目のない場合は()内 に記入。

年号

1.所 在 地

:  ___|

2.面   積

3.土地所有者
氏名等

住  所

4.遺跡の種類
散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衡跡 城館跡 社寺跡 古墳 横穴墓

その他の墓 生産遺跡 その他の遺跡 (              )

遺跡の名称 員数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 (      )
遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他 (   )

5。 工事の目的

道路 鉄道 空港 河川 ダム 学校 住宅 工場 その他建物 (  )
宅地造成 土地区画整理 公園造成 ガス 電気 水道 農業関連 土砂

採取 観光開発 遺跡整備 その他の開発 (            )

工事の概要

6。 工事主体者
氏名等

住  所

7.施行責任者
氏 名

住  所

8.着 手 時 期 年  月  日19.終了時期 十    年  月  日

10.参 考 事 項

起 案 決 裁 発 送
，

７ 糸区
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男U 言己  1

1.遺跡の種類

2.遺跡の所在地及び地番

3.遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

4.遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

5.遺跡の発見年月日

6.遺跡を発見するに至った事情

7,遺跡の現状

8.遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由

9.出土品のあるときは、その種類、形状及び数量

10.遺跡の保護のために執った、又は執ろうとする措置

11。 その他参考 となるべき事項

【添付書類〕

遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状

を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面

別 記 2

57条の 5第 1項・57条の 6第 1項

才旨 導 事 項 1発堀調査  工事立会  慎重工事  その他 ( )

起 案 決 裁 発 送
，

７ 糸L

提 出 書 保 管 証 認 定 通 知 帰 属 報 告 書

〔注意事項〕 ① 太線内は届出・通知者が記入。 ② 指導事項欄は都道府県教育委員会が記入。
③ l・ 6・ 7・ 指導事項欄は該当項目を○で囲み、該当項目のない場合は()内 に記入。

-9-

(○ で囲むこと)
都道府県文書番号

|

委保第    号 。   年   月  日 |        ・  年  月  日

1.遺跡の種類
散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衡跡 城館跡 社寺跡 古墳 横穴墓

その他の墓 生産遺跡 その他の琶跡

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 その他 (      )
2.所 在 地 氏名等 :

3.土地所有者
氏名等

住 所

4.土地占有者
氏名等

住 所

5。 発見年 月 日 年 月 日 ～ 年 月 日

6。 発見の事情 土木工事中 (       )分 布調査 試堀調査 その他 (    )
7,現   状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 (      )

8。 現状の変更
時 期 :      年   月   日 ～    年   月   日

理  由

9。 出 土 品

(種類・形状・数量 )

10.保 護 措 置

11.参 考 事 項



別 記 1

1.発堀予定地の所在及び地番

2.発堀予定地の面積

3.発堀予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

4.発堀調査の目的

5.発堀調査の主体 となる者の氏名及び住所 (国若しくは地方公共団体の機関又は

法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 )

6.発堀担当者の氏名及び住所並びに経歴

7.発堀着手の時期

8。 発堀終了の予定時期

9.出土品の処置に関する希望

10。 その他参考 となるべき事項

【添付書類】

1 発堀予定地及びその付近の地図 (周知の埋蔵文化財包蔵地における発堀の場

合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの )

2。 発堀担当者が発堀調査の主体 となる者以外の者であるときは、発堀担当者の

発堀担当承諾書

3 発堀予定地の所有者の承諾書

4 発堀予定地につき権原に基づ く占有者があるときは、その承諾書

5 発堀予定地の区域において、石灰石、 ドロマイ ド、耐火粘上、砂鉱等地表に

近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の

承諾書

男U 言己  2

〔注意事項〕 ① 太線内は通知者が記入。 ② 遺跡の種類。現状・時代及び調査目的欄は、該
当項目を○で囲み、該当項目のない場合は( )内 に記入。
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98条の 2第 1項

1.所 在 地

2.調 査 面 積

土地所有者 氏名等

3.遺跡の種類
散布地 集落跡 貝塚 都城跡 官衝跡 城館跡 社寺跡 古墳 横穴墓
その他の墓 生産遺跡 その他の遺跡 (                 )

遺跡の名称 員数

遺跡の現状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他 (         )

遺跡の時代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他 (      )

4.調査の目的

調査の契機

a.学術研究 (              )b.遺 跡整備 c,自 然崩壊

d.躍
葎言

業

1暮量関ζ

邊 霊猿 7泳他蓬瘍(宅
地造成

)区写妾
理

電貧

園

環彊
土砂採取 観光開発 その他開発(       )

備考 :

5.調査主体者
氏 名

住所

6。 発掘担当者

氏名

住 所

経 歴

7.着 手 時 期 年 月   日18.終 了 時 期 年 月 日

9.出土品処置

10。 参 考 事項

指 示 事 項

起 案 決 裁 発 送
戸
ワ 継

提 出 書 保 管 証 認 定 通 知 帰 属 報 告 書



Ⅲ。開発事業の流れ と埋蔵文化財への対応
I 土地区画整理事業

□ 組合等施行土地区画整理事業

〔事業推進の各段階と手順〕 〔埋蔵文化財関係の取扱い〕

企

画

段

階

計

画

策

定

段

階

計
画
の
意
思
決
定
段
階

事
業
の
認
可
以
降

宅地需要
の見通 し

区画整理
の候補地選定

遺路地図等による
分布状況の把握

現地踏査による

分布状況の把握

遺跡範囲確認調査

(教育委員会 )

組合設立準備

委員会の結成

埋蔵文化財取扱い
の事前協議 と協定

基本計画策定

都市計画決定

実施計画策定

事業計画作成

発 堀 調 査

組合設立認可

図 公共団体等施行土地区画整理事業

〔事業推進の各段階と手順〕 〔埋蔵文化財関係の取扱い〕

企

画

段

階

計

画

策

定

段

階

計
画
の
意
思
決
定
段
階

事
業
の
認
可
以
降

宅地需要
の見通 し

区画整理
の候補地選定

区画整理

基本構想立案

遺路地図等による

分布状況の把握

現地踏査による

分布状況の把握
地元説明会

遺跡範囲確認調査

(教育委員会 )

埋蔵文化財取扱い

の事前協議 と協定
基本計画策定

発堀調査の通知都市計画決定

実施計画策定

事業計画作成

発 堀 調 査
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2 新住宅市街地開発事業

団 公団等施行土地区画整理事業

〔事業推進の各段階と手順〕 〔埋蔵文化財関係の取扱い〕

企

画

段

階

計

画

策

定

段

階

計
画
の
意
思
決
定
段
階

事
業
の
認
可
以
降

宅地需要
の見通 し

公団等事業の
候補地選定

遺跡地図等による
分布状況の把握

区画整理
基本構想立案

現地踏査による
分布状況の把握

(地区決定 )

遺跡範囲碓認調査
(教育委員会 )

埋蔵文化財取扱い
の事前協議 と協定

基本計画策定

都市計画決定 発堀調査の通知

発 堀 調 査
事業計画認可

遺物整理
報告書の作成

〔事業推進の各段階と手順〕 〔埋蔵文化財関係の取扱い〕

企

画

段

階

計

画

策

定

段

階

計
画
の
意
思
決
定
段
階

事
業
の
認
可
以
降

宅地需要
の見通 し

遺跡地図等による
分布状況の把握

現地踏査による

分布状況の把握

基本構想立案

(地 区決定 )

遺跡範囲碓認調査

(教育委員会 )

土地取得開始

埋蔵文化財取扱い

の事前協議 と協定
基本計画策定

都市計画決定 発堀調査の通知

発 堀 調 査
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3 その他の宅地開発事業

〔事業推進の各段階と手順〕 〔埋蔵文化財関係の取扱い〕

企

画

段

階

計

画

策

定

段

階

計
画
の
意
思
決
定
段
階

事
業
の
認
可
以
降

土地情報の収
集、土地選定

遺跡地図等による

分布状況の把握

開発に関する
調査企画

現地踏査による

分布状況の把握

遺跡範囲確認調査

(教育委員会 )

宅地開発
基本構想立案

基本計画策定
埋蔵文化財取扱い

の事前協議 と協定

発堀調査の通知
又は届出

関連公共協議
(第 32条 )

発 堀 調 査

開発許可
(第 29条 )

宅地開発の例を示し、各種の事例 を想定したものである。ほかの

各種開発についても同様の流れになる。公共団体と民間との違いで、

届出に違いがあるので、(1)埋蔵文化財の発堀調査に関する諸手続き

を参考にし、不明な点はお問い合わせ ください。
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調査対象地域
● 遺跡番号

地図番号     ― 掲載頁一
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遺跡地名表

地図

番号

跡
号

遺
番

株名 時  代 地  目 准重男J

1

９

９

3

4

5

6

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

６

７

８

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

米 草 古 墳

山 之 神 遺 跡

若 宮 前 遺 跡

天 狗 山 古 墳

尻 石 古 墳

鐘 推 堂 山 遺跡

山 路 遺 跡

西 前 田 A遺 跡

日 影 田 遺 跡

一 ノ森経塚遺跡群

要 害 城 跡

鴨 塚 遺 跡

御 蔵 遺 跡

天 神 北 遺 跡

天 神 西 遺 跡

榎 田 遺 跡

跡 部 遺 跡

塚 本 遺 跡

西 大 坂 A遺 跡

西 大 坂 B遺 跡

天 神 平 遺 跡

羽 黒 無 名 墳

金 塚 西 遺 跡

加 牟 那 塚 古 墳

神 田 遺 跡

入 幡 東 遺 跡

音 羽 遺 跡

古 墳

中 世

平 安

古 墳

古 墳

中 世

中・近世

中 世

中 世

中 世

平 安

古墳・平安

古墳・平安

古 墳

弥生～平安

古 墳

古 墳

縄 文

平 安

平 安

古 墳

縄文・古墳

古 墳

弥生～平安

弥生・古墳

弥生 。古墳

水 田

畑・宅地

畑・宅地

山 林

畑

山 林

畑

畑

畑

山 林

山 林

山 林

畑・宅地

田・畑

田・畑

田・畑・宅地

田・畑。宅地

畑・墓地

畑・墓地

宅 地

畑 。宅地

畑・宅地

山 林

田 。畑

宅 地

田・畑・宅地

田・畑・宅地

田。畑・宅地

古墳

城館跡

散布地

古墳

古墳

城館跡

散布地

散布地

散布地

経塚

城館跡

城館跡

故布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

散布地

古墳

散布地

散布地

散布地

図
号

地
番

跡
号

遺
番

称名 時  代 地  目 種 別

6

6・ 7

6。 10

7

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

大 平 1号 墳

塩沢寺裏無名墳

大 平 2号 墳

湯 村 山 6号 墳

湯 村 山 城 跡

湯 村 山 5号 墳

万 寿 森 古 墳

湯 村 山 4号 墳

湯 村 山 3号 墳

湯 村 山 2号 墳

湯 村 山 1号 墳

三 光 寺 山遺 跡

和 田 無 名 墳

緑 ヶ丘二丁 目遺跡

緑 ヶ丘一丁 目遺跡

十 二 天 遺 跡

永 井 遺 跡

村 之 内 遺 跡

向 田 A遺 跡

向 田 B遺 跡

西 前 田 B遺 跡

御馬屋小路 A遺跡

不 動 遺 跡

御馬屋小路 B遺跡

土 屋 敷 遺 跡

お塚 さ ん 古 墳

峰 本 南 A遺 跡

峰 本 南 B遺 跡

古 墳

古 墳

古 墳

l古
墳

中 世

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

古墳～平安

古 墳

平 安

古墳・平安

古墳・平安

弥生～古墳

中 世

近世 ～

中 世

古 墳

近 世

近 世

山 林

山 林

山 林

山 林

山 林

山 林

宅 地

山 本ト

山 林

山 林

山 林

山 林

宅 地

宅 地

宅 地

畑 。宅地

田・畑・宅地

畑 。宅地

畑

畑

田・畑

田・畑

畑

畑

田・畑

畑

畑・宅地

畑

古墳

古墳

古墳

古墳

城館跡

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

城館跡

古墳

寺院跡

散布地
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図
号

地
番

跡
号

遺
番 称名 時  代 地  目 種別

7

8

9

10

12

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

長 閑 遺 跡

日 影 遺 跡

武 田 氏 館 跡

邸 閣 ヶ崎亭 跡

岩 窪 C遺 跡

中 道 東 遺 跡

中 道 西 遺 勁

岩 窪 遺 跡

茶 堂 峰 火 台

西 河 原 遺 跡

平 石 遺 跡

居 村村上 遺 跡

前 田 遺 跡

豆 田 遺 跡

前 田 遺 跡

富 士 見 遺 跡

塩 部 遺 跡

新紺屋小学校遺跡

山梨 大 学遺 跡

コ ツ 塚 古 墳

ニ ッ塚 1号 墳

ニ ッ塚 2号 墳

ニ ッ塚 3号 墳

茶 堂 遺 跡

― ッ 塚 古 墳

,赳燃 蜘 ト

善光寺塚 2号墳

中 世

中 世

中 世

古 墳

近 世

古 墳

奈良。平安。中世

中 世

古 墳

縄文 。平安

平 安

縄文 。平安

中 世

平 安

平 安

古墳 。平安

弥生～平安

近 世

奈良 。平安

古 墳

古 墳

古 墳

古 墳

平 安

古 墳

古墳～

古 墳

火田

畑

田・畑・宅地

山 林

墓 地

畑

畑

畑

山 林

畑

畑

田・畑

畑・神社

畑

畑

畑

田・畑・宅地

宅 地

校 庭

校 庭

‐ど毛  〕地

公 園

山 林

山 本代

ナ田

山 本ト

公 園

火岡

包蔵地

散布地

城館跡

城館跡

散布地

散布地

散布地

包蔵地

城館跡

古墳

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

散布地

包蔵地

古墳

古墳

古墳

古墳

散布地

古墳

散布地

古墳

図
号

地
番

跡
号

遺
番 称名 時  代 地  目 種別

９

“

13

12・ 13

13・ 18

13

14

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

善光寺塚 1号墳

北善 光 A遺 跡

三 日 月 古 墳

地 蔵 塚 古 墳

鎧 塚 古 墳

堤 下 B遺 跡

北原無名 1号墳

堤 下 A遺 跡

北 原 遺 跡

地 蔵 北 遺 跡

亥 ノ 兎 遺 跡

大 六 天 遺 跡

宮 の脇 A遺 跡

善 光寺 裏 遺 跡

南善 光 B遺 跡

南善 光 A遺 跡

善 光寺 無 名塚

三 ッ 石 遺 体

横根積石塚古墳群西支群

横根積石塚古墳群東支群

天 王 社 古 墳

南 河原 B遺 跡

南 河原 A遺 跡

南 河 原 D遺 跡

南 河 原 C遺 跡

村 西 遺 跡

宝 町 遺 跡

寿 町 遺 跡

古 墳

平安～

古 墳

古 墳

古 墳

平安～

古 墳

平安～

縄文 。平安

古墳～平安

平安～

平安～

縄文・平安～

縄文・平安～

古墳～平安

平安～

古 墳

縄文 。平安

古 墳

古 墳

古,墳

平安～

平安～

平安～

平安～

縄丈・平安・中世

文・平安

古墳～

大田

畑

畑

畑

山 林

畑

畑

畑

宅 地

畑・宅地

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

山 本ト

山 林

山 林

畑

畑

田

畑

畑

宅 地

宅 地

古墳

散布地

古墳

古墳

古墳

散布地

古墳

散布地

集落跡

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

散布地

古墳

古墳

古墳

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

包蔵地
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地図

番号

遺跡
番号

称名 時  代 地  目 種別

15

15・ 22

11・ 16

16

16。 17

23・ 24

17

17・ 18

17

12・ 17

17

17・ 24

17

18

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

上石 田 B遺 跡

上 石 田 遺 跡

甲 府 城 跡

御 崎 田 遺 跡

大 北 河 原遺 跡

久保北河原遺跡

千 松 院 遺 跡

青 沼 遺 跡

朝 気 遺 跡

銀 杏之 木遺 跡

宮 裏 遺 跡

宮 の脇 B遺 跡

上 郷 遺 跡

殿 屋 敷 遺 跡

ポ ン ポ ヨ 塚

東 光 寺 遺 跡

宮 の 前 遺 跡

本 郷 遺 跡

本 郷 B遺 跡

本 郷 C遺 跡

酒折縄 文遺 跡

内 林 遺 跡

酒 折 遺 跡

中 坪 遺 跡

大 椅 遺 跡

村 内石 山遺 跡

山 崎 遺 跡

山 田 古 墳

平 安

縄 文

近 世

平 安

平 安

平 安

中世～

古 墳

縄文～平安

平安～近世

平安～

縄文・平安～

平安～

平安～

古 墳

平安～

縄 文

縄文・古墳～

平安～

古墳～中世

縄 文

近 世

近 世

古 墳

中 世

近 世

平安～

古 墳

文田

道 路

公  園

墓 地

校 庭

校庭・宅地

宅  地

畑
　
畑
　
畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

散布地

集落跡

城館跡

散布地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

集落地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

散布地

散布地

包蔵地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

地図

番号

遺跡

番号
称名 時  代 地  目 種 別

18 141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

山田光福寺遺跡

八 木 沢 遺 跡

村 内 遺 跡

村 内 西 遺 跡

矢 下 大 畑 遺 跡

村 内 南 A遺 跡

村 内 南 B遺 跡

神 田 遺 跡

大 坪 遭 跡

中 屋 敷 遺 跡

清 水 遺 跡

中 組 遺 跡

船 山 遺 隊

十 八 田 遺 跡

梅 之 木 遺 跡

見 餅 遺 跡

横 田 遺 跡

長 沢 遺 跡

桜井積石塚古墳群西支群

新 畑 遺 跡

東 組 遺 跡

桜井積石塚古墳群東支群

地 蔵 堂 遺 跡

上 土 器 遺 跡

上 土 器 窯 跡

石 川 遺 跡

起 田 遺 跡

八 枚 畑 A遺 跡

中 。近世

縄文・古墳～

縄文・古墳～

近 世

近 世

近 世

近 世

近 世

古墳～平安

縄文・古墳

中世～

近 世

古墳～奈良

近 世

古 墳

近 世

近 世

近 世

古 墳

近 世

古 墳

古 墳

縄文・古墳～奈良

古墳～平安

奈 良

近 世

古墳～

古墳～

火田

畑

火田

火田

畑

畑

畑

畑

火田

畑 。宅地

畑

畑

畑

ナ田

畑

畑

畑

畑

山 林

畑・宅地

畑・宅地

山 林

宅 地

畑

畑

畑

畑

畑

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

生産跡

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

散布地

散布地

古墳

包蔵地

散布地

生産跡

散布地

散布地

散布地
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図
号

地
番

遺跡

番号
称名 時  代 地  目 蓬≧男J

18

18。 25

18

19

22

23

23・ 24

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

入 枚 畑 B遺 跡

満 々 下 遺 跡

桜 井 畑 遺 跡

亀 田 遺 跡

川田久保田遺跡

川 田 窯 跡

北 田 遺 跡

北 村 遺 跡

川 田 館 跡

上 河 原 遺 跡

渋 沢 遺 跡

宮 北 遺 跡

秋 山 氏 館 跡

木 俣 遺 跡

般 舟 院 跡

_住吉天神遺跡

伊 勢 町 遺 跡

食糧工 場 遺跡

大 田 町 遺 跡

青沼三丁目遺跡

湯田一丁目遺跡

幸 町 A遺 跡

幸 町 B遺 跡

南 口町 A遺 跡

南 口町 B遺 跡

里吉 天神 遺 跡

十 丁 遺 跡

二 又 遺 跡

近 世

平安～中世

弥生～平安

古墳～

古墳～平安

奈 良

古墳～平安

近 世

中 世

平安～

平安～

縄文 。平安

中 世

近 世

中 世

古墳～平安

古 墳

縄文・弥生

古墳～

中世～

古 墳

弥 生

古 墳

平 安

平 安

古墳～平安

古 墳

古 墳

火田

畑

畑

共田

畑

畑

ナ田

畑・宅地

畑

畑

畑

畑

畑・宅地

宅 地

道 路

火田

道 路

工 場

神 社

宅 地

‐校 庭

道 路

校 庭

畑

宅 地

畑

火田

畑

散布地

散布地

包蔵地

散布地

散布地

生産跡

散布地

散布地

城館跡

散布地

散布地

散布地

城館跡

散布地

寺院跡

散布地

包蔵地

包蔵地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

図
号

地
番

跡
号

遺
番 称名 時  代 地  目 種 別

24

24・ 28

24

25

26

27

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

家 之 前 遺 跡

十 丁 B遺 跡

青 葉 町 遺 跡

i字 前
イA遺 腕

!字 前 B遺 螂

と字 前iC遺 跡

村 之 内 遺 跡

北 桜 遺 跡

野 村 遺 跡

油 田 遺 跡

居 村 遺 跡

淵 之 上 遺 跡

落 合 氏 館 跡

北 堀 遺 跡

深 田 遺 跡

五 本 松 遺 跡

鎌 作 遺 跡

塚 腰 遺 跡

熊 社 遺 跡

外河原ヂクヤ遺跡

在  原  塚

大 北 耕 地 遺 跡

小 宮 氏 館 跡

上 ノ 木 遺 跡

宮 田 遺 跡

大 土 井 遺 跡

塚

平 安

古 墳

平 安

古 墳

古 墳

古 墳

古墳～平安

平 安

古墳～平安

平 安

近 世

古 墳

中 世

古墳～平安

古墳 ,中世

平安 。中世

平 安

弥生～古墳

古墳～平安

古 墳

古 墳

古 墳

中・近世

中 世

古墳～平安

弥生・平安

平 安

畑

畑

宅 地

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑・宅地

畑

畑

畑

畑

畑

畑

畑

宅 地

宅 地

宅 地

畑

畑

畑

畑

畑

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

城館跡

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

古墳

古墳

古墳

散布地

城跡館

散布地

散布地

散布地
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図
号

地
番

跡
号

遺

番
称名 時  代 地  目 准三男1

27

27

27

27・ 28

29

29・ 32

30

32

33

11

18・ 25

7

‐８

・８

・８

・８

・８

３２

・

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

瀬
２４６
門
２４８
郷
２５０
２６．

4上町天神遺跡ト

土 尻 遺 跡

小 瀬 氏 館 跡

明石西河原遺跡

桜 林 A遺 跡

桜 林 B遺 跡

西 耕 地 B遺 跡

西 耕 地 A遺 跡

西 耕 地 C遺 跡

堰 添 遺 跡

砂 間 遺 跡

村 前 遺 跡

西 耕 地 遺 跡

刀 剣 塚 古 墳

金 山 遺 跡

柿 ノ久 弥遺 跡

村 添 遺 跡

八 幡 神 社 遺 跡

外 中 代 遺 跡

大 手 下 遺 跡

村 内 1号 墳

村 内 2号 墳

東 畑 遺 跡

道 々芽 木 遺 跡

横根久保田遺跡

高 室 氏 館 跡

米 草 遺 跡

古墳～平安

中 世

中 世

平 安

古墳～中世

平安～中世

中世～

中世～

中世～

平安～中世

平安～中世

平安～中世

古 墳

中 世

中 世

平 安

孫亀 文

古墳～平安

縄文

吉  墳

古  墳

学
騨
騨
中  世

縄  文

畑

田

畑

畑

畑

畑

宅 地

畑・宅地

畑

畑

工場内

畑

畑

田

畑

畑

畑

神 社

畑・道路

畑 ,宅地

畑

畑

紳

細

紳

宅 地

田

散布地

散布地

城館跡

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

包蔵地

散布地

散布地

古墳

散布地

散布地

散布地

散布 地

集落跡

散布地

古 墳

古 墳

翻
翻
躙
廟
翻

史 跡 一 覧

指定区分 史跡名称 指 定 年 月 日 所 在 地 地図番号

国
武田氏館跡 昭和13年 5月 30日

古府中町・屋形
=丁目。大手三丁目

要害山 平成 3年 3月 30日 上積翠寺町 4

県
加牟那塚 昭和43年 2月 8日 千塚三丁 目 6

甲府城跡 日召不日43寄112月 12日 丸の内一丁目 11 。16

市 穴塚 昭和55年 8月 8日 荒川二丁 目 9
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甲府市教育委員会事務局

教育長         浅 ナII紫 朗

生涯学習部長      種 田 源 夫

文化芸術課長      山 村 昭 二

文化財係長       白 石 義 文

文化財係 (文化財主事)信 藤 祐 仁

同  ( 〃 )伊 藤 正 幸

同  ( 〃 )鈴 木 俊 雄

嘱  託       田草川茂美

同       笠 井 由 美

臨  時       内藤真千子

行

集

発

編

甲府市遺跡地図
平成4年 3月

甲府市教育委員会

甲府市教育委員会生涯学習部

文化芸術課
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